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令和２年長審第１３号 

裁    決 

モーターボートＡモーターボートＢ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について，当海難審判所は，理事官神﨑和徳出席のうえ審理し，

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１箇月停止する。 

 受審人ｂを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和２年５月１日０６時１２分 

 針尾瀬戸 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 モーターボートＡ  モーターボートＢ 
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  総 ト ン 数 ４.１トン 

  登 録 長 １０.８０メートル ３.６４メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関   電気点火機関 

   出   力 ２１３キロワット  ９.９キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは，船体中央部やや後方に船室及び操舵室を有し，操舵室前部中

央に舵輪及び舵角指示器，右舷側に機関計器盤及び機関操縦レバーを

それぞれ備え，舵輪前方の棚に魚群探知機能の付いたＧＰＳプロッタ

ーを装備し，舵輪後方に操縦席を設けたＦＲＰ製小型兼用船で，ａ受

審人が１人で乗り組み，家族等４人を乗せ，全員が救命胴衣を着用し，

夜釣りの目的で，船首０.４メートル船尾１.２メートルの喫水をもっ

て，令和２年４月３０日１６時００分長崎県川棚西部漁港三越地区を

発し，１７時頃から同県片島西方沖合で釣りを行ったのち，長崎県黒

島南方沖合の釣り場へ移動し，１８時頃から錨泊して釣りを行い，翌

５月１日０５時３０分同釣り場を発進して帰途に就いた。 

  ところで，Ａは，１３ノット以上の速力で航行すると船首が浮上し，

操舵室中央の操縦席からの見通しは，船首を挟んで右舷側及び左舷側

にそれぞれ約９度の範囲で船首方に死角が生じたものの，平素，ａ受

審人は，船首を左右に振ることで同死角を解消していた。 

  ａ受審人は，同乗者１人を船室で，他の３人を船尾甲板でそれぞれ

休息させ，自身は操縦席に腰を掛けて操船し，ＧＰＳプロッターを作

動させ，長崎県佐世保港に向けて東行後，同港の港域を通過して針尾

瀬戸北口に至り，同瀬戸の早埼沖合を一見して釣り船を見掛けなかっ

たことから，０６時０９分針尾瀬戸弁天島灯台（以下「弁天島灯台」

という。）から３１５度（真方位，以下同じ。）１.４０海里の地点で，

針路を早埼沖合に向く１５８度に定め，機関を回転数毎分１,９００



- 3 - 

にかけ，１６.５ノットの速力（対地速力，以下同じ。）で，手動操

舵によって進行した。 

  ａ受審人は，０６時０９分半僅か過ぎ弁天島灯台から３１２.５度

１.２５海里の地点に達したとき，正船首１,２３０メートルのところ

に，Ｂを視認することができ，その後，ほとんど移動しないことから

漂泊中であることが分かり，同船に向首して衝突のおそれがある態勢

で接近する状況であったが，定針前に一見して早埼沖合に釣り船を見

掛けなかったことから，航行の支障となる船舶はいないものと思い，

船首を左右に振るなど，死角を補う見張りを十分に行わなかったので，

このことに気付かずに続航した。 

  こうして，ａ受審人は，Ｂを避けることなく進行し，０６時１２分

弁天島灯台から２８９度１,３３０メートルの地点において，Ａは，

原針路及び原速力のまま，その船首が，Ｂの右舷船首部に９０度の角

度で衝突した。 

  当時，天候は曇りで，風力１の南南東風が吹き，佐世保港の潮候は

下げ潮の中央期で，針尾瀬戸は憩流時期に当たり，視界は良好であっ

た。 

  また，Ｂは，無蓋で，船首部に物入れ，中央部にいけす，船尾部に

物入れを上甲板下にそれぞれ有し，船尾に船外機を装備して，有効な

音響による信号を行うことができる手段として呼子笛を船首部の物入

れに備えた，ＦＲＰ製モーターボートで，ｂ受審人が１人で乗り組み，

救命胴衣を着用し，釣りの目的で，船首０.１５メートル船尾０.５０

メートルの喫水をもって，同日０５時２５分長崎県瀬川港を発し，針

尾瀬戸に向かった。 

  ところで，ｂ受審人は，平素から針尾瀬戸の憩流時期に早埼沖合で

漂泊して底釣りを行うことが多く，そのときに航行中の小型船が漂泊
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中の自船を避けることを経験していた。 

  ｂ受審人は，川内浦を北上して針尾瀬戸の早埼沖合に至り，０５時

３５分前示衝突地点付近で，船首を西南西方に向け，機関を中立運転

として漂泊し，左舷船尾甲板で椅子に腰を掛け，左舷側を向いて釣り

を始めた。 

  ｂ受審人は，０６時０９分半僅か過ぎ衝突地点で，船首が２４８度

を向いていたとき，右舷正横１,２３０メートルのところに自船に接

近するＡを初めて視認し，その後同船が自船に向首して衝突のおそれ

がある態勢で接近する状況であったが，相手船は小型船なのでこれま

で同様に漂泊中の自船を避けるものと思い，Ａから目を離して釣りに

集中し，同船に対する動静監視を十分に行わなかったので，この状況

に気付かないまま，避航を促す音響信号を行わず，更に接近しても衝

突を避けるための措置をとらなかった。 

  こうして，ｂ受審人は，釣りを行いながら漂泊を継続中，右舷正横

至近にＡを認め，危険を感じて左舷船尾方に飛び込み，Ｂは，船首が

２４８度を向いたまま，前示のとおり衝突した。 

  衝突の結果，Ａは，船首材に擦過傷を，Ｂは，船首部の折損等をそ

れぞれ生じ，のちにＢは廃船処理された。 

 

 （航法の適用） 

本件は，針尾瀬戸において，航行中のＡと漂泊中のＢとが衝突したも

ので，衝突地点付近の海域には特別法である港則法及び海上交通安全法

の適用がないので，一般法である海上衝突予防法（以下「予防法」とい

う。）が適用される。 

また，衝突地点付近の海域は，可航幅が約４００メートルの狭い水道

等に当たることから，予防法第９条の適用が考えられるが，本件に適用
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される航法規定はない。 

予防法には，航行中の船舶と漂泊中の船舶との関係についての航法規

定がないから，本件は，同法第３８条及び第３９条を適用し，船員の常

務によって律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

本件衝突は，針尾瀬戸において，航行中のＡが，見張り不十分で，漂

泊中のＢを避けなかったことによって発生したが，Ｂが，動静監視不十

分で，避航を促す音響信号を行わず，衝突を避けるための措置をとらな

かったことも一因をなすものである。 

ａ受審人は，針尾瀬戸において，同瀬戸北口から早埼沖合に向けて航

行する場合，船首方に死角が生じていたから，前路の他船を見落とすこ

とがないよう，船首を左右に振るなど，死角を補う見張りを十分に行う

べき注意義務があった。しかるに，同人は，定針前に一見して早埼沖合

に釣り船を見掛けなかったことから，航行の支障となる船舶はいないも

のと思い，死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により，

漂泊中のＢに気付かず，同船を避けることなく進行して衝突を招き，Ａ，

Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１箇

月停止する。 

ｂ受審人は，針尾瀬戸において，早埼沖合で釣りのために漂泊中，自

船に接近するＡを認めた場合，衝突のおそれの有無を判断できるよう，

同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに，

同人は，相手船は小型船なのでこれまで同様に漂泊中の自船を避けるも

のと思い，Ａに対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失によ
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り，同船が自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する状況に気

付かず，避航を促す音響信号を行わず，衝突を避けるための措置をとる

ことなく漂泊を続けて衝突を招き，Ａ，Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさ

せるに至った。 

以上のｂ受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年１月１８日 

     長崎地方海難審判所 

          審 判 官  覺  前     修 


